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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく女性の 

職業選択に資する情報の公表について（令和５年６月公表） 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）第２１条の

規定に基づき、女性の職業選択に資する情報として、次のとおり川越地区消防組合職員の状

況を公表します。 

 

【職業生活における機会の提供に関する実績】 

⑴ 管理職の女性割合  ※平成２７年内閣府令第６１号第６条第１項第１号ニ 

＜各年度４月１日現在＞ 

 女性職員（人数） 男性職員（人数） 

令和５年度 ３．２％ （３人） ９６．８％ （９０人） 

令和４年度 ３．２％ （３人） ９６．８％ （９０人） 

 

 ⑵ 男女の賃金の差異 

  ① 全職員に係る情報 

職員区分 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

任期の定めのない常勤職員 ９１．０％ 

任期の定めのない常勤職員以外の職員 ― 

全職員 ９２．３％ 

 

  ② 「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報 

   ア．役職段階別 

役職段階 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

本庁部局長・次長相当職 ― 

本庁課長相当職 １００．９％ 

本庁課長補佐相当職 ９１．０％ 

本庁係長相当職 ８４．８％ 

 



2 

 

   イ．勤続年数別 

勤続年数 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

３６年以上 ― 

３１～３５年 ９７．２％ 

２６～３０年 ８９．７％ 

２１～２５年 ８６．１％ 

１６～２０年 ８２．６％ 

１１～１５年 １０２．７％ 

６～１０年 １０７．７％ 

１～５年 ９５．６％ 

 

【職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績】 

年次有給休暇の取得日数の状況  ※府令第６条第１項第２号ヘ 

  ＜各年１月１日～１２月３１日の平均取得日数＞ 

 人数※1 全体 日勤者 隔日勤務者 

令和４年 ４３２人 １２．１日 １１．８日 １２．２日 

令和３年 ４２６人 １３．１日 １２．３日 １３．３日 

※1 短時間勤務職員、派遣職員、途中退職者、育児休業者除く 

 

 


